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寄 地 区 避 難 所 災 害 時 協 力 用 電 気 自 動 車 等 導 入 費 補  

助 金 交 付 要 綱   

（ 目 的 ）           

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 災 害 発 生 時 に 道 路 の 不 通 等 に よ り 孤 立 す

る 可 能 性 が あ る 松 田 町 寄 地 区 （湯 の 沢 地区を除く。以下同じ。）

に お い て 、 災 害 時 の エ ネ ル ギ ー イ ン フ ラ と し て の 電 気 自 動 車

等 の 活 用 を 促 進 し 、 地 域 の 防 災 力 向 上 及 び 地 球 温 暖 化 の 防 止

を 図 る た め 、 新 車 又 は 中 古 車 の 電 気 自 動 車 等 を 導 入 （ 購 入 又

は リ ー ス 契 約 。 以 下 同 じ 。 ） し 、 災 害 時 に 避 難 所 へ の 給 電 活

動 に 協 力 す る 寄 地 区 住 民 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交

付 す る た め 、 松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 松 田 町 規

則 第 １ ２ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。  

（ １ ）  電 気 自 動 車  ４ 輪 以 上 の 検 査 済 自 動 車 （ 道 路 運 送 車

両 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ８ ５ 号 ） 第 ６ ０ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 同 法 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規

定 す る 自 動 車 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 自 動 車 検 査

証 に お け る 燃 料 の 種 類 が 「 電 気 」 と の み 記 載 さ れ て い る も

の 。  

（ ２ ）  燃 料 電 池 自 動 車  ４ 輪 以 上 の 検 査 済 自 動 車 で あ っ て 、

自 動 車 検 査 証 に 水 素 を 燃 料 と し て 用 い る 燃 料 電 池 自 動 車 で

あ る こ と が 記 載 さ れ て い る も の 。  

（ ３ ）  プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車  ４ 輪 以 上 の 検 査 済

自 動 車 で あ っ て 、 内 燃 機 関 を 原 動 機 と し て 併 用 し 、 か つ 、

外 部 か ら の 充 電 が 可 能 な も の で 、 自 動 車 検 査 証 に お け る 燃

料 の 種 類 が 「 ガ ソ リ ン ・ 電 気 」 と の み 記 載 さ れ て い る も の 。  

（ ４ ）  電 気 自 動 車 等  電 気 自 動 車 、 燃 料 電 池 自 動 車 又 は 、
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プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 を い う 。  

（ ５ ）  初 度 登 録  道 路 運 送 車 両 法 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 自 動

車 登 録 フ ァ イ ル に 初 め て 登 録 す る こ と （ 軽 自 動 車 に あ っ て

は 、 同 法 第 ５ ９ 条 の 規 定 に よ る 新 規 検 査 を 受 け る こ と ） を

い う 。  

（ ６ ）  リ ー ス 契 約  電 気 自 動 車 等 の 貸 主 が 、 当 該 電 気 自 動

車 等 の 借 主 に 対 し 、 当 事 者 間 で 合 意 し た 期 間 に わ た り 当 該

電 気 自 動 車 等 を 使 用 収 益 す る 権 利 を 与 え 、 借 主 は 、 当 該 電

気 自 動 車 等 の 使 用 料 を 貸 主 に 支 払 う 契 約 を い う 。  

（ 補 助 対 象 車 両 ）  

第 ３ 条  補 助 対 象 車 両 は 、 新 車 又 は 中 古 車 の 電 気 自 動 車 等 の う

ち 、 別 表 １ に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 の 対 象 と な る 者 は 、 次 に 掲 げ る 要

件 を い ず れ も 満 た す も の と す る 。  

（ １ ）  自 家 用 車 と し て 使 用 す る 目 的 で 電 気 自 動 車 等 を 導 入

し た 個 人 で 、 交 付 申 請 時 点 に お い て 寄 地 区 に 住 所 を 有 す る

こ と 。  

（ ２ ）  寄 地 区 に 補 助 対 象 車 両 の 保 管 場 所 が あ る こ と 。  

（ ３ ）  町 税 等 に 滞 納 が な い こ と 。  

（ ４ ）  本 人 及 び 同 一 世 帯 に 属 す る 者 が 、 過 去 に 松 田 町 電 気

自 動 車 等 購 入 費 補 助 金 及 び 寄 地 区 避 難 所 災 害 時 協 力 用 電 気

自 動 車 等 導 入 費 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い な い こ と 。  

（ ５ ）  松 田 町 災 害 時 協 力 登 録 車 制 度 の 内 容 に 同 意 し た 上 で

同 制 度 に 登 録 し 、 災 害 時 に は 町 の 要 請 に 応 じ 、 可 能 な 範 囲

で 避 難 所 等 に お け る 電 力 供 給 に 協 力 す る こ と 。  

（ 補 助 金 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 額 は 、 別 表 ２ の と お り と す る 。  

（ 補 助 金 交 付 の 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と
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い う 。 ） は 、 補 助 対 象 車 両 を 導 入 し た 後 、 導 入 日 （ 購 入 の 場

合 は 納 車 日 、 リ ー ス 契 約 の 場 合 は 使 用 開 始 日 を い う 。 以 下 同

じ 。） の 属 す る 年 度 の ３ 月 １ ５ 日 （ 閉 庁 日 の 場 合 は 翌 営 業 日

と す る ） ま で に 、 寄 地 区 避 難 所 災 害 時 協 力 用 電 気 自 動 車 等 導

入 費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を

添 付 し 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 な お 、 交 付 申 請 に

あ た っ て は 町 長 に 事 前 協 議 を 申 し 出 て 調 整 を 図 る こ と と す る 。      

（ １ ）  補 助 対 象 車 両 の 自 動 車 検 査 証 の 写 し （ 電 子 車 検 証 の

場 合 は 、 加 え て 自 動 車 検 査 証 記 録 事 項 の 写 し ）  

（ ２ ）  補 助 対 象 車 両 の 代 金 に 係 る 請 求 書 又 は 注 文 書 （ 車 両

本 体 価 格 及 び 車 名 ・ グ レ ー ド が 確 認 で き る も の ） の 写 し  

（ ３ ）  補 助 対 象 車 両 の 支 払 い を 証 す る 書 類 （ 領 収 書 、 ロ ー

ン 契 約 書 等 ） の 写 し 又 は リ ー ス 契 約 書 の 写 し  

（ ４ ）  補 助 対 象 車 両 の 仕 様 書 の 写 し （ 車 名 や 型 式 、 外 部 給

電 機 能 等 、 補 助 対 象 要 件 に つ い て 確 認 で き る も の ）  

（ ５ ）  補 助 対 象 車 両 の 保 管 及 び 駐 車 す る 場 所 を 示 す 位 置 図  

（ ６ ）  補 助 対 象 車 両 を 保 管 及 び 駐 車 す る 場 所 に お い て 撮 影  

し た カ ラ ー 写 真 （ ナ ン バ ー プ レ ー ト が 確 認 で き る も の ）  

（ ７ ）  松 田 町 災 害 時 協 力 登 録 者 制 度 登 録 申 込 書  

（ ８ ）  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 審 査 及 び 交 付 の 決 定 ）  

第 ７ 条  町 長 は 、 前 条 に 定 め る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容

を 審 査 し 、 交 付 の 可 否 を 決 定 し た と き は 、 寄 地 区 避 難 所 災 害

時 協 力 用 電 気 自 動 車 等 導 入 費 補 助 金 交 付 （ 不 交 付 ） 決 定 通 知

書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  本 補 助 金 は 、 交 付 申 請 の 時 期 が 事 業 完 了 後 で あ る た め 、 規

則 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ り 、 実 績 報 告 及 び 補 助 金 の 額 の 確 定 の

手 続 を 省 略 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 支 払 い ）  

第 ８ 条  前 条 の 交 付 決 定 を 受 け た 申 請 者 が 補 助 金 の 交 付 を 請 求
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し よ う と す る と き は 、 寄 地 区 避 難 所 災 害 時 協 力 用 電 気 自 動 車

等 導 入 費 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） 及 び 松 田 町 災 害 時

協 力 車 両 登 録 証 の 写 し を 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 取 得 財 産 の 管 理 及 び 処 分 ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け て 取

得 し た 財 産 （ 以 下 「 取 得 財 産 」 と い う 。 ） を 、 善 良 な 管 理 者

の 注 意 を も っ て 管 理 し 、 補 助 金 の 目 的 に 従 っ て 、 そ の 効 率 的

な 運 用 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。     

２  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 導 入 日 か ら 起 算 し て ４ 年 を 経

過 す る ま で は 、 取 得 財 産 を 補 助 金 の 交 付 目 的 に 反 し て 使 用 し 、

譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 し 付 け 、 担 保 に 供 し 、 又 は 廃 棄 す る な ど

の 処 分 （ 以 下 「 処 分 」 と い う 。 ） を し て は な ら な い 。 た だ し 、

あ ら か じ め 取 得 財 産 の 処 分 に 関 し て 、 寄 地 区 避 難 所 災 害 時 協

力 用 電 気 自 動 車 等 導 入 費 補 助 金 取 得 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 第

４ 号 様 式 ） を 町 長 に 提 出 し 承 認 を 受 け た 場 合 は 、 こ の 限 り で

は な い 。  

３  町 長 は 、 前 項 に 定 め る 事 項 に つ い て 、 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 そ の 管 理 者 及 び 運 用 の 状 況 を 調 査 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

（ 処 分 の 申 請 ）  

第 １ ０ 条  町 長 は 、 前 条 第 ２ 項 に 定 め る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 承 認 又 は 不 承 認 を 決 定 し た と き は 、 寄 地

区 避 難 所 災 害 時 協 力 用 電 気 自 動 車 等 導 入 費 補 助 金 取 得 財 産 処

分 承 認 （ 不 承 認 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者

に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 決 定 の 取 り 消 し ）  

第 １ １ 条  町 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消

す こ と が で き る 。  

（ １ ）  虚 偽 又 は 不 正 の 事 実 に 基 づ い て 補 助 金 の 交 付 を 受 け
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た と き 。  

（ ２ ）  本 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

（ ３ ）  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 そ の 他 町 長 が 適 当 で な

い と 認 め た と き 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ２ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り

消 し た 場 合 に お い て 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、

期 限 を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 係 る 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て は 、 個

人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ）、 松

田 町 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 ４ 年 松 田 町

条 例 第 １ ９ 号 ） 及 び そ の 他 関 係 法 令 等 の 趣 旨 に 従 い 、 適 切 に

こ れ を 行 う も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 補 助 金 の 交 付 に つ い

て 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

補 助 対 象 車 両  補 助 対 象 要 件  

新 車 の 場 合  （ １ ） 経 済 産 業 省 が 定 め る ク リ ー ン エ ネ ル ギ  

ー 自 動 車 導 入 促 進 補 助 金 （ Ｃ Ｅ Ｖ 補 助 金 ）

の 、 補 助 申 請 の 当 該 年 度 に お け る 補 助 対 象

車 両 一 覧 に 掲 載 の ４ 輪 自 動 車 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 申 請 年 度 に 初 度 登 録 さ れ た 未 使 用 の 車  

両 （ 中 古 の 輸 入 車 の 初 度 登 録 車 を 除 く 。 ）  

で あ る こ と 。  

中 古 車 の 場 合  （ １ ） 補 助 対 象 者 が 購 入 す る よ り も 前 に 、 初  

度 登 録 さ れ た 自 動 車 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 過 去 に 、 経 済 産 業 省 が 定 め る ク リ ー ン  

エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 促 進 補 助 金 （ Ｃ Ｅ Ｖ   

補 助 金 ） に お い て 補 助 金 の 交 付 対 象 車 両 と

な っ て い た ４ 輪 自 動 車 で あ る こ と 。  

（ ３ ） 自 動 車 メ ー カ ー が 品 質 を 保 証 す る 認 定   

中 古 車 で あ る こ と 。  

（ ４ ） 導 入 日 に お い て 、 駆 動 用 バ ッ テ リ ー を

対 象 と し て 含 む 保 証 期 間 が ２ 年 以 上 あ る こ

と 。  

リ ー ス 契 約 の

場 合  

（ １ ） 経 済 産 業 省 が 定 め る ク リ ー ン エ ネ ル ギ  

ー 自 動 車 導 入 促 進 補 助 金 （ Ｃ Ｅ Ｖ 補 助 金 ）

の 、 補 助 申 請 の 当 該 年 度 に お け る 補 助 対 象

車 両 一 覧 に 掲 載 の ４ 輪 自 動 車 で あ る こ と 。

又 は 、 過 去 に 、 経 済 産 業 省 が 定 め る ク リ ー

ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 促 進 補 助 金 （ Ｃ Ｅ

Ｖ 補 助 金 ） に お い て 補 助 金 の 交 付 対 象 車 両

と な っ て い た ４ 輪 自 動 車 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 契 約 期 間 は ４ 年 以 上 で あ る こ と 。  
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共 通 要 件  （ １ ） 自 動 車 検 査 証 の 自 家 用 ・ 事 業 用 の 別 の

欄 が 「 自 家 用 」 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 車 両 の 外 部 に 電 源 を 供 給 で き る 機 能 を

有 し 、 又 は 、 外 付 け の 給 電 装 置 を 活 用 し た

外 部 へ の 電 源 供 給 が 可 能 で あ り 、 災 害 時 の

避 難 所 に お い て 給 電 活 動 に 協 力 が 可 能 で あ

る こ と 。  

（ ３ ） 駆 動 用 バ ッ テ リ ー の 容 量 が ２ ０ ｋ Ｗ ｈ

以 上 で あ る こ と 。  

（ ４ ） 自 動 車 検 査 証 に 記 載 さ れ た 「使用の本拠   

の 位 置 」 及 び 「 所 有 者 の 住 所 」 が 寄 地 区 に

あ る こ と 。 た だ し 、 所 有 権 留 保 付 き ロ ー ン

に よ る 購 入 又 は リ ー ス 契 約 の 場 合 は 、 こ の

限 り で は な い 。  

（ ５ ） 代 金 の 支 払 い が 現 金 で 完 了 し て い る

か 、 又 は 全 額 支 払 い の 手 続 き が 完 了してい

ること。ただし、手形を除く。な お 、「 全 額 支

払 い の 手 続 き の 完 了 」 と は 、 割 賦 、 ロ ー

ン 、 ク レ ジ ッ ト 等 の 支 払 方 式 を 利 用 す る こ

と に よ り 、 代 金 全 額 の 支 払 い 方 法 が 合 意 済

み で あ る こ と を 証 明 で き る こ と を い う 。  
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別 表 ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

補 助 対 象 車 両  補 助 金 額  

新 車 の 場

合  

バ ッ テ リ ー 容 量  

２ ０ ｋ Ｗ ｈ 以 上 ４ ０ ｋ Ｗ ｈ 未 満  

１ ０ 万 円  

バ ッ テ リ ー 容 量  

４ ０ ｋ Ｗ ｈ 以 上  

２ ０ 万 円  

中 古 車 の

場 合  

バ ッ テ リ ー 容 量  

２ ０ ｋ Ｗ ｈ 以 上 ４ ０ ｋ Ｗ ｈ 未 満  

５ 万 円  

バ ッ テ リ ー 容 量  

４ ０ ｋ Ｗ ｈ 以 上  

１ ０ 万 円  

リ ー ス 契

約 の 場 合  

バ ッ テ リ ー 容 量  

２ ０ ｋ Ｗ ｈ 以 上 ４ ０ ｋ Ｗ ｈ 未 満  

８ 万 円  

バ ッ テ リ ー 容 量  

４ ０ ｋ Ｗ ｈ 以 上  

１ ６ 万 円  

 


